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通常の対応・安全確保  
緊急事件発生時の対応 

事件発生後の対応と連携 
大地震発生時の対応 

緊急事故発生時の対応 
利用している医療機関 
児童虐待発生時の対応 

危機対応マニュアル(自殺・重大事故等) 
令和４年度 安全指導年間計画 
令和４年度 避難訓練年間計画 

令和４ 緊急避難経路図 
令和４年度 集団下校訓練 地区班【十小・八小】地区＊避難経路→解散場所 

令和４年度 学校安全計画 
 

                                           

 

令和４年４月 

 

立川市立立川第六中学校  



通常の対応・安全確保  

立川市立立川第六中学校 
 

Ⅰ 来校者への対応 
 

        【受付について】                        【正門等出入口】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 受付 
 
  ①職員玄関の受付を必ず通す 

～ ８：１５ 学校管理員 
８：１５～１６：４５  事務職員 

１７：００～            学校管理員 
  ②来校者名簿への記入 
   〔氏名・所属・入校時刻・体温・連絡先〕 
  ③来校者証の着用 
    〔通し番号付きバッジ〕 
 

  
  
  

１ 生徒登校後 
 
  ①正門・裏門の門扉を閉じる 

８：２５ 
 

 
 
 
 
  

↓ 
  
  
  

２ 校内巡視 
 
  ①通常点検 
    ※門扉等については、用務主事による 
   点検〔随時〕 
  ②異状・危険があればすぐに対応 
  〔副校長・生活指導主任へ連絡〕 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

↓ 
 
 
 
 
 
 
 

２ 来校者の確認 
 
  ①教職員による来校者への挨拶・声かけ 
 ・来校者証の確認 
  ◆来校者証がない場合には受付に戻す 
  ②監視カメラ（正門・裏門） 
 

  
 

↓ 
 
 
   

３ 生徒下校時 
 
  ①正門・裏門の門扉は閉じたまま 
  （生徒通路は開ける） 
 

 
 
 
  
 ↓ 

 
 
 
 
 
 

３ 受付 
 
  ①来校者名簿への記入 
  〔退校時刻〕 
  ②来校者証の返却 
 

    
 
 
 
 
 

 

Ⅱ 校内の安全確保       Ⅲ 校外の安全確保 
 
 
 
 
 
 

１ 始業前 
 
  ①校内巡視…施設の異状の有無の確認 
  ②登校後の生徒の状況を把握〔担任〕 
 

 
 
 
 
 

１ 登校時・下校時 
 
  ①通学路の安全点検 
  ②通学路の状況把握 
  ③ＰＴＡ・地域・警察等と連携した 

指導と安全確保 
  ④遅刻・早退時の保護者等との連絡・ 

確認 
  ⑤下校時刻が遅くなる場合等の保護者 

への連絡 
 
２ 校外学習 
 
 ◇実地踏査を実施する 
  ①現地への安全な経路の確認 
 ②現地の状況把握 
 ③事前の綿密な打ち合わせ 
  ④警察署・交番等の位置の確認と打ち合 
  わせ 
 ⑤病院等の位置の確認と連絡方法の確認 
 ⑥緊急時の対処法の指導 
 

↓ 
 
 
 
 
 

２ 授業中・休み時間・給食中 
  ★不審者の侵入等 
 
  ①教職員による校内巡視 
 

 
 
 
 
 

↓ 
 
 
 
 

３ 給食前 ★異物の混入等 
 
  ①校長・配膳員による確認 
 

 
 
 
 

↓ 
 
 
 
 
 

４ 清掃中 
 
  ①清掃指導 
 ②担当場所の危険箇所の点検 
 

 
 
 
 
 

↓ 
５ 下校時・放課後 
 
  ①下校指導〔学年〕 
 ②下校完了までの生徒の状況を把握 
    〔学年・部活動顧問〕 
 



緊急事件発生時の対応 

立川市立立川第六中学校 
 

 

 

 
 生活指導主任 副校長 
 

 『緊急事故発生時の対応』参照 

 

 

 
                     ★担架の用意 
 【設置場所：保健室、体育館玄関】 
 ★応急処置〔養護教諭〕 
 ★救急車搬入に伴う安全確保 
 ★火災を伴う場合の対応〔生活指導部〕 
 ★ＡＥＤ【設置場所：事務室】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担任 

 

 

 

副校長 

 

 

 

 

侵入者による緊急事態発生 

警察 110 番 即時対応 消防 119 番 

救命 
●侵入者との距離がある場合 

★生徒の生命を守るための威嚇 

★生徒の冷静さを保つための指示 

 

●生徒への避難指示 

 

●隣接学級への連絡 

 

●生徒・教師が人質の場合 

★侵入者の気を静める 

 ・大声を出さない 

保護者 
連絡 

緊急避難 

ＰＴＡへの連絡 （マチコミメール） 

ＰＴＡ会長 → ＰＴＡ運営委員会連絡 → 学年委員会連絡・各部連絡 

教育委員会 
★523―2111（代表） 

内線３３５ 

★528―4339（指導課直通） 

①避難指示〔生活指導部〕 

 ★非常ベル 

 ★校内放送「緊急集会を行います」 

 ★教職員による誘導 

②移動 → 避難場所 

③人数確認 

★朝礼隊形 → 点呼 

 教科担任 → 学年主任→ 副校長 



事件発生後の対応と連携 

立川市立立川第六中学校 
 

◎生徒の安全確保 

◎生徒一人一人の心のケア  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★心理的影響が見られる 
 生徒の状況把握 

★対応の一本化 

 【副校長】 

・校内の立入制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活指導部 

 
スクールカウンセラー 

教育支援員 
家庭と子どもの支援員 
ハートフルフレンド 

 

校長 

 

副校長 

警察 青少年健全育成 

地区委員会 

幸町・柏町・栄町 

生活指導主任 

教育委員会 
523―2111 

（代表） 

内線３３５ 

立川市教育相談室 

東京都教育相談センター 

アドバイザリースタッフ派遣 

03―5800－8309 

特別支援教育コーディネーター 

養護教諭 

 

担任 

 

報道対応 

カウンセリングを必要とする生徒 

ＰＴＳＤ 

【心的外傷後ストレス障害】 

生 徒 

専門医による治療 

 

保 

 

護 

 

者 



大地震発生時の対応 
地震発生 ☆『上から物が落ちてこないところに身を伏せる』 

 ☆『横から棚などが倒れてこないところに身を伏せる』 

対応① 

 【授業中】 

  現場：生徒の安全確保(授業担当者) 

  ・授業を中断し、生徒の安全を第一に考え適切な指示を出し、揺れがおさまるのを待つ。 

   教 室＝『机の下にもぐって』・『窓から離れて』・『棚から離れて』・『火を消して』 

   体育館＝フロアの中央に 

   校 庭＝校庭の中央に 

   プール＝プールサイドに 

  ・生徒を落ち着かせ、火の始末や負傷者の有無を確認する。 

職員室：緊急放送(副校長・職員室にいる教員)【全体指揮ｶｰﾄﾞ】＊ゆっくり、はっきり、繰り返す 

  ＊停電の場合は、ハンドマイクを使用する(ハンドマイクは、職員室の校長用机の後ろ側に常備) 

 ・『地震発生、地震発生、すぐに机の下にもぐりなさい。窓や棚から離れなさい』 

   『地震発生、地震発生、すぐに机の下にもぐりなさい。窓や棚から離れなさい』 

  

【その他の時間】(全教職員) 

 以下のような分担で、生徒の安全確保を図る。 

  ＜登校時から一般下校時刻＞ 

   担任（授業担当）…学年フロア 

   【カード①】 北棟１階・２階       

   【カード②】 北棟３階・４階 

   【カード③】 中央棟１・２階・３階 

【カード④】 集会室・体育館・プール・南棟１・２階 

   プラス担当者…プラス学級区域 

  ＜放課後＞ 

   上記の＜登校時から一般下校時刻＞の分担に準じる。緊急放送については【授業中】と同じ。 

 

対応② 

 現場：職員室への連絡(授業担当者・授業場所近くの教職員)／(各担当者)  

  ・出火や負傷者がいる場合は、場所・状況などを大声を出して知らせる。 

 

 職員室：現場への急行(職員室などにいる教職員・養護教諭) 【カード①～④】 

校内の状況把握(職員室などにいる教職員) ＊出火や負傷者の有無・校舎の被害状況など 

  ・揺れがおさまったら、分担して校内の状況を確認する。 

  【カード①】 北棟１階・２階 【カード②】 北棟３階・４階 

  【カード③】 中央棟１・２階・３階  【カード④】 集会室・体育館・プール・南棟１・２階 

実際には、緊急放送よりも揺れが先行すると考えられる。 

授業担当者による判断と指示を優先するとともに、 

生徒一人一人が☆の行動をとれるよう日頃から指導す

る。 



 

対応③ 

 現 場：初期消火(現場へ急行した教職員・授業場所近くの教職員)  

【カードに捕らわれず、行ける教員が行く】  

  ・火災の原因を見極め、適切に消火する。 ＊石油ストーブの火災は、大きな布を被せる 

  ・火災の状況を職員室へ連絡する。                   ＊１１９番通報 

 現 場：負傷者の状況確認(養護教諭・現場へ急行した教職員・授業場所近くの教職員) 

  ・負傷者の状況を職員室へ連絡する。   ＊救急車の要請 

 職員室：情報の収集・判断及び緊急避難(校長・副校長・主幹) 【全体指揮】 

  ●火災が発生した場合 → 校庭への避難   ⇒『避難訓練実施要項』参照 

  ・火災の状況に応じて、           １１９番通報する。 

  ●負傷者がいる場合 

  ・負傷者の状況に応じて、救急車を要請する。 ＊当該生徒の保護者への連絡 

                        ⇒『緊急事故発生時の対応』参照 

  ●余震などで校舎内にいることが危険と判断される場合 → 校庭への避難 

                        ⇒『避難訓練実施要項』参照 

 

 

対応④(校庭への避難後) 

  校舎・施設の破損・火災の状況，近隣の状況(家屋・道路の破損・火災)などの情報を集約し、 

 対応措置を決定する。(校長・副校長) 

 ａ 情報の集約(副校長) 【全体指揮】 

  ・生徒の避難状況を確認する。生徒の下校可能者数・帰宅困難者数を集約する。 

  ・生徒の下校に関して、近隣の状況を把握する。 

  ・校舎・施設の破損・火災の状況を把握する。 

  ・外部機関(立川市教育委員会・立川市災害対策本部・消防署など)と連絡をとる。 

 

 ｂ 下校措置 

  ○下校中・帰宅後の安全が確保できると判断された場合(副校長・地区班担当者) 

  ・下校中・帰宅後の安全指導を徹底する。 

  ・今後の対応についての説明をする。         ⇒『地区班名簿』の携行 

                        ⇒『集団下校訓練実施要項』参照 

  ●下校中・帰宅後の安全が確保できないと判断された場合(全教職員) 

  ・生徒を保護者に引き渡すまでは、学校が掌握し管理する。 

  ・保護者が迎えにきたときは、確認・記録の上、引き渡す。 

  ・校内の危険箇所や校舎使用可能区域及び立入禁止区域を連絡・明示する。 

 

 ｃ 保護者・地域の方への対応・連絡(全教職員) 

  ・保護者・地域の方からの問い合わせに対応する。 

  ・来校した保護者を整理し案内する。 

  ・必要に応じて、保護者へ連絡する。 



対応⑤ 

 ａ 管理職が不在で、かつ、連絡がつかない場合の対応 

  ・主幹を中心として運営委員の教員で協議の上、生徒の安全確保に向けての意思決定をする。 

 ｂ 休日・夜間に大地震が発生した場合の対応(全教職員) 

  ・教職員は、自宅及び家族の安全を確認した上、原則として、自発的に学校に参集する。 

  ・生徒は、原則として、自宅待機とする。ただし、避難勧告・避難命令が出された場合は、 

それに従う。 

 ｃ 学校が避難所に指定された場合の対応(全教職員) 

  ・教職員は避難所の開設・管理・運営に協力する。 

   (ただし、生徒の安全確保と安否確認、及び、教育活動再開に向けての取組を優先する) 

    ⇒⇒ 『立川市地域防災計画』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大地震発生時の対応 

 
  
 
 
 ☆『上から物が落ちてこないところに身を伏せる』 
 ☆『横から棚などが倒れてこない・移動してこないところに身を伏せる』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

休日・夜間 勤務中 地震発生 

その他の時間 授  業  中 

   

授業担当者 副校長【全体指揮】 
【カード①～④】 

副校長 
他の教職員 

   

『机の下にもぐって』 

『窓から離れて』 

『棚から離れて』 

『火を消して』 

緊急放送 

 >>> 停電の場合は、  

 ハンドマイクを使用  

（ハンドマイクは、職員室 

 の校長用机の後ろ側） 

緊急放送 

 >>> 停電の場合は、  

 ハンドマイクを使用  

（ハンドマイクは、職員室 

 の校長用机の後ろ側） 

  

揺れがおさまったら 

担任…学年フロア 

【カード①】 北棟１階・２階 【カード②】 北棟３階・４階 

 【カード③】 中央棟１・２階・３階 

【カード④】 集会室・体育館・プール・南棟１・２階 

プラス学級担当者…プラス学級区域 

生徒を落ち着かせる 

火の始末を確認 

負傷者の有無を確認 

 
 
生徒を落ち着かせる 
負傷者の有無を確認 

授業担当者・授業場所近くの教職員 
自宅及び家族の安全を確認した上、 

原則として、 

自発的に学校に参集 

 
 

職員室への連絡 職員室への連絡 

 
 

職員室などにいる教職員・養護教諭 

  

 

現場への急行 校内の状況把握 全教職員  
  

初期消火・負傷者の状況確認 火災・校舎内にいることが危険 

   

１１９番通報 救急車を要請 校庭への避難 

 

人員点呼・負傷者の状況確認 校庭への避難後 

 

生徒の避難状況／校舎・施設の破損・火災の状況／生徒の下校に関して近隣の状況を把握 

  

下校中・帰宅後の安全が確保できる 下校中･帰宅後の安全が確保できない 

  

集団下校 
生徒を学校に留め、保護者に引き渡す 

＊校内の危険箇所や校舎使用可能区域及び立入禁止区域を連絡・明示 

生徒の安全確保と安否確認 
校舎・施設の破損・火災の状況の把握 教育活動再開に向けての取組 

  



緊急事故発生時の対応 
 

１ 救急体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療機関移送まで 

①応急処置を行うと共に発生状況を正確に把握する。 

 

②必ず先に保護者に連絡をとる。 

・事故の発生状況、けがの様子を報告する。 

（ショックを与えないよう言葉に注意） 

・かかりつけまたは希望の医療機関を確認する。 

・できれば病院へ保険証の持参をお願いする。 

 ③医療機関に事前連絡をする。 

・学校名を告げ、けがや病気の状況を要領よく説明する。 

・受け入れを確認し、移送中の注意についてきく。 

④移送について 

・タクシーを原則とする。（大和タクシー）＊タクシー券は事務室 

・傷病の程度が重く、緊急を要する場合は救急車を呼ぶ。手配は事故の 

状況を掌握した上で、校長(副校長)の承諾を得て要請する。 

 

救急車要請の目安 （出血・呼吸・脈拍・意識・呼吸） 

 意識がない  ショック症状  けいれんが続く  多量の出血 

 広範囲の火傷  骨の変形や大きな開放創  その他全身症状が悪化 

 

 

事故発生 

職員の協力 

・応急処置の補助 

・関係生徒に聴取 

・他生徒への指導 

・救急車招呼・誘導 

・医療機関への連絡 

養護教諭 

 応急処置・判断 

医療機関 

 担任 

校長・副校長  教育委員会 

保 護 者 

ＡＥＤ 
 事務室にあり 



救急車要請の方法 （１１９） 

１  救急車をお願いします 

２  こちらは 立川市立立川第六中学校です 

３  所在地は 立川市泉町７８６番１６号です 

（電話は ０４２－５３７－３１９５） 

４  ○年男子（女子） 氏名○○○○ 

   「いつ どこで どうした」 症状を詳しく伝える 

   （人数が多い場合はその人数も報告する） 

５  学校の目印は、多摩都市モノレール「泉体育館駅」そばです 

または 都立砂川高校の隣です 正門にきてください 

   （一人誘導に立つ） 

６  応急手当・注意事項についてきく 

 

 

⑤付き添いについて 

・医療機関へは養護教諭または学年の先生、部活動中は顧問がつきそう。 

・家庭連絡票または生徒個人票を持参するとよい。 

 

⑥治療費の支払いについて 

・日本スポーツ振興センターの給付制度について保護者に説明し、治療費を 

立て替え払いしてもらう。（○子医療証は使わずに３割負担で） 

・保護者がその場にいないときは、後日の支払いでよいか医療機関にお願い 

して、金額を確認する。 

 

３ 注意事項 

・関係者は「いつ・どこで・だれが・何をしているとき・どうなったか」 

などの発生状況を正確に記録しておく。 

・保護者・医療機関との連絡を密にする。 

・被害・加害の関係があるときは、双方への対応には特に配慮する。 

・警察・マスコミ・保護者の対応は窓口を一本化し、副校長があたる。 

 

→養護教諭不在時の事故については、後日、必ずお知らせください。 

 

 

 

 

 



関係機関一覧 

【教育関係機関】 
教育機関名 電話番号 住所 

立川市教育委員会 ５２２－６９９６ 泉町１１５６－９ 市役所２Ｆ 

立川市子ども未来センター ５２９－８６８２ 錦町３－２－２６ 

子ども未来センター内 立川市教育相談室 ５２７－６１７１ 

立川市子ども家庭支援センター ５２８－６８７１ 

立川児童相談所 ５２３－１３２１ 曙町３－１０－１９ 

教育支援センターたまがわ ５０６－００１６ 錦町３－１２－２５ 錦学習館２階 

 

【関係機関】 
関係機関名 電話番号 住所 

立川警察署 ５２７－０１１０ 緑町３２３３－２ 

立川少年センター ５２２－６９３８ 柴崎町２－１４－１０ 

多摩立川保健所 ５２４－５１７１ 柴崎町２－２１－１９ 

東京ガス立川支社（受付） ５２４－２１１１ 曙町３－６－１３ 

東京電力立川営業所 0120―995―662 緑町６－６ 

水道局 

立川サービスステーション 

５４８－５１１０ 

0570―091－101 

緑町６－７ 

立川消防署 ５２６－０１１９ 泉町１１５６－１ 

 

【利用している医療機関】 
緊急時の医療機関 電話番号 住所 

災害医療センター ５２６－５５１１ 緑町３２５６ 

立川相互病院 ５２５－２５８５ 錦町１－１６－１５ 

立川中央病院 ５２２－７１７１ 柴崎町２－１７－１４ 

東京都立小児総合医療センター 042－300－5111（代表） 府中市武蔵台２－８－２９ 

迷った時の救急相談 

救急相談センター（多摩地区） 

♯７１１９ 

０４２－５２１－２３２３ 

 

 



【利用している医療機関】 
≪★内科≫ ふじさわクリニック（内科校医：藤澤秀樹氏） ＊外科も受診可能 

電話 ０４２－５３７－１６００  FAX 042-537-1677 

住所 〒190-0003 栄町５－３７－１２ エルファパレス中山１Ｆ 

診療時間  月火木金 8:30－11:30 14:30－17:30  土 8:30－11:30 

休診日 水・日・祝 

 

≪★歯科≫ 水野歯科室（歯科校医：水野 薫氏） 

電話 ０４２－５２８－４４４３ 

住所 〒190-0011 富士見町１－２３－２０  

診療時間 ９：３０～１３：００ 火ＡＭ１２：００まで 土９：３０～１５：００  

１４：３０～１７：３０ 火ＰＭ１７：００～２０：００ 

休診日 日・祝 

 

≪★眼科≫神園眼科（眼科校医：神園純一氏） 

電話 ０４２－５２８－８０７０  FAX０４２－５２８－８０７１ 

住所 〒190-0022 錦町１－３－２４ ソーシンビル４Ｆ 

診療時間 月火木 9:30-13:00 14:30-17:30  水 9:30-13:00 

 金 9:30-13:00 14:30-19:00 

休診日 土・日・祝 

 

≪★耳鼻科≫かとり耳鼻咽喉科（耳鼻科相談医：香取公明氏） 

電話 ０４２－５２６－３３８７ 

住所 〒190-0023 柴崎町２－１－６ エルタワータチ６Ｆ 

診療時間 月水木金 9:00-12:00 15:00-18:00  土 9:00-12:15 

休診日 火・日・祝 

 

≪★整形外科≫安藤整形外科（整形外科校医：安藤義治氏） 

電話 ０４２－５２３－６６７３ 

住所 〒190-0013 富士見町１－３１－１８ 西立川ＫI ビル４Ｆ 

診療時間 月火水金 9:00-12:00 15:00-18:00 土 9:00-13:00 午後予約診 

休診日 木・日・祝 

 

≪★精神科≫曙クリニック（精神科校医：中村誠氏） 

電話 ０４２－５２５－６２８５ 

住所 〒190-0012 曙町２－３２－３ 立川三和ビル２Ｆ 

診療時間 月水金 10:00-12:00 14:00-19:00 火 10:00-12:00 

 木 14:00-19:00 土 10:00-12:00 14:00-17:00 

休診日 日・祝 

 

≪★薬剤師≫ときわ薬局（学校薬剤師：石原一生氏） 

電話 ０４２－５３８－７２６８ 

住所 〒190-0002 幸町２－４６－４ 

※平成３０年度 薬物乱用防止教室講師 



≪内科≫さいわいこどもクリニック（みやた小児科） ※心理相談 水金土 

電話 ０４２－５３６－７２８０  ＦＡＸ０４２－５３６－３４５８ 

住所 〒190-0002 幸町１－１１－３  立川第八小学校前 

診療時間 月～金 9:00-11:45 15:00-17:45 土 9:00-11:45  

休診日  日・祝  

 

≪歯科≫アスカ歯科医院 

電話 ０４２－５３８－１１８４ 

住所 〒190-0004 柏町１－２０－７ 

診療時間 月火木金 9:30-13:00 14:30-19:00 ＊受付は１８：３０まで 

 水 9:00-13:00  土 9:00-13:00 14:30-17:00 

休診日 水（午後）・日・祝 

 

≪歯科≫伊東歯科医院 

電話 ０４２－５３６－１３９０ 

住所 〒190-0003 栄町５－４０－９  立川第八小学校前 

診療時間 月火水金 9:00-11:30 14:30-18:30 

 土 9:00-11:30 14:30-16:30 

休診日 木・日・祝 

 

≪眼科≫スガモト眼科 

電話 ０４２－５３５－３３３８ 

住所 〒190-0004 柏町２－１６－４ 

診療時間 月火水金 9:00-12:00 14:30-17:30  土 9:00-12:00 

休診日 木・日・祝・土（午後） 

 

≪耳鼻科≫平塚耳鼻咽喉科  

電話 ０４２－５２８－３３８７ 

住所 〒190-0011 高松町３－１３－１５ 日本医薬ビル２Ｆ 

診療時間 月火水金 9:00-12:00 15:00-18:00  土 10:00-13:00 

休診日 木・日・祝・土（午後） 

 

≪耳鼻科≫耳鼻咽喉科永澤医院  

電話 ０４２－５２４－６８９０ 

住所 〒190-0012 曙町１－１５－３ 

診療時間 月火水金 9:00-12:00 15:00-17:30  土 9:00-12:00 

休診日 木・日・祝・土（午後） 

 

≪整形外科≫こむかい整形外科 

電話 ０４２－５３４－８２００ 

住所 〒190-0002 幸町２－４７－８ リヴェール浅見ビル１Ｆ 

診療時間 月火水金 9:00-12:30 15:00-18:30 木 9:00-12:30 

 土 9:00-12:30 13:30-15:00 

休診日 日・祝・木（午後） 

 



≪整形外科≫林整形外科 *外科も受診可能 

電話 ０４２－５３４－１１３１ 

住所 〒190-0003 栄町２－５９－１６ 

診療時間 月～金 8:30-12:00 14:30-18:00 土 8:30-12:00 13:30-16:30 

休診日 日・祝 

 

≪整形外科≫川野病院  ＊外科・内科・皮膚科・神経内科等も受診可能 

電話 ０４２－５２２－８１６１ 

住所 〒190-0022 錦町１－７－５ 

診療時間 月～金 9:00-12:00 15:30-18:00  土 9:00-12:00 

休診日 日・祝・土（午後） 

 

≪整形外科≫タウンクリニック ＊外科・皮膚科受診可能 

電話 ０４２－５２４－２３２１ 

住所 〒190-0011 高松町３－２１－９ 

診療時間 月火木金 8:30-12:00 15:30-18:00  土 8:30-12:00 

休診日 水・日・祝・土（午後） 

 

≪脳神経外科≫立川新緑クリニック ＊整形外科等も受診可能 

電話 ０４２－５３５－８７１１ 

住所 〒190-0001 若葉町３－５４－５ 

診療時間 月～金 9:00-13:00 14:00-18:00 土 9:00-13:00 

休診日 日・祝 

 

≪脳神経外科≫福井クリニック ＊整形外科・外科・内科等も可  

電話 ０４２－５４０－２９１０ 

住所 〒190-0022 錦町３－１－１６ 中野ＬＫビル１Ｆ 

診療時間 月火木金 9:00-12:30 15:00-18:30  土 9:00-12:30 

休診日 水・日・祝・土（午後） 

 

≪脳神経外科≫鈴木慶やすらぎクリニック 

電話 ０４２－５３８－７１３５ 

住所 〒190-0001 若葉町３－３－３ 

診療時間 月～土 8:30-12:00 14:00-18:00 

休診日 日・祝 

 

≪皮膚科≫今井皮ふ形成外科クリニック ＊形成外科も受診可能（予約優先） 

電話 ０１２０－５０－１１０３ 

住所 〒190-0012 曙町２－１３－３ 立川三菱ビル６Ｆ 

診療時間 月～土 10:00-14:00 15:00-19:00 

休診日 日・祝 

 

≪皮膚科≫グリーンウッド スキンクリニック立川 

電話 ０４２－５２３－２３００ 

住所 〒190-0023 柴崎町３－１１－２０ 

診療時間 月火水金 9:30-12:30 14:00-18:30  土 9:30-12:30 

休診日 木・日・祝・土（午後） 
 

 



児童虐待発生時の対応 

☆立川市『児童虐待防止マニュアル』参照 

虐待・虐待の疑い ← 発見者  ＊迷ったときは、複数で確認 

（気になる兆候） ↓   ◇｢気づきのためのチェックシート｣活用 

 ↓ 

 ↓ →担任・学年主任・生活指導主任・養護教諭 

 ↓ 

教育委員会  ← 校長・副校長 ◆情報収集 ＝ 事実と伝聞・推測を分けて 

 ↓       …確認された事実や気づいたことの記録 

 ↓       …可能であれば写真撮影・スケッチ 

 ↓ ◆職員会議の開催 

 ↓ ◆特別支援教育・教育相談連絡会との連携 

通報・通告・相談 

□通報・通告の重症度判断基準 

 最重度 ＝ 要緊急対応 

（生命の危険があるもの） 

→警察に通報（“今、暴力が振るわれている”場合） 

      立川児童相談所に通告 

 

 重 度 ＝ 要保護（入院、一時的分離などによる介入） 

（今すぐには生命の危険はないと考えられるが、現に子どもの健康や成長、発達などに重要な影響 

 が生じているか、生じる可能性があるもので、入院、一時的分離、第三者による介入が必要なも 

の。） 

      →立川児童相談所、または、立川市子ども家庭支援センターに通告 

 

 中 度 ＝ 要介入的支援（一時保護や介入による支援） 

（継続的治療を要するほどの外傷や栄養障害はないが、長期的にみると、子どもの人格形成に重大 

 な問題を残すことが危惧されるもの。一時保護や援助介入がないと改善が見込めないもの。) 

  →立川市子ども家庭支援センター、または、立川児童相談所に通告 

 

 軽 度 ＝ 要支援（親への相談等、継続的な支援） 

（実際に子どもへの虐待があり、親や周囲の者が虐待と感じているが、ある程度の自己抑制がある。 

また、虐待が一時的なものと考えられ、親子関係には重大な課題はない。） 

  →立川市子ども家庭支援センターに通告 

 

□連絡先 

立川警察 ： ０４２－５２７－０１１０ 

立川児童相談所 ： ０４２－５２３－１３２１ 

立川市子ども家庭支援センター ： ０４２－５２８－６８７１ 

 

 



危機対応マニュアル（自殺・重大事故等） 
 

☆東京都教育相談センター 

     『生命にかかわる事件・事故後の心のケア-学校の危機対応と緊急支援の在り方-』参照 

□事件・事故発生時  → 『緊急事故発生時の対応』参照 

↓ 

□事件・事故発生直後 → 『事件発生後の対応と連携』参照 

【教職員の対応】 

  ①情報収集と教育委員会等への連絡 

  ②危機対応チームの編成 ≒ 運営委員会 

  ③東京都教育相談センター等への緊急支援要請 ＝ ⑥も含む“全般的な支援”要請 

  ④緊急職員会議の開催 

  ⑤遺族への対応 

  ⑥外部の教育相談機関への｢心のケア｣の支援要請 ＊特別支援教育・教育相談連絡会との連携 

  ⑦報道機関への対応 ＊“事実は隠さない”姿勢 

【生徒への対応】 

  ①全校生徒への周知と指導 

  ②関係生徒からの情報収集 

【保護者等への対応】 

  事件・事故の周知 ＊ＰＴＡ会長への連絡 ＊“事実は隠さない”姿勢 

↓  

□発生後１週間以内 

【教職員の対応】 

  ①生徒の｢心のケア｣のプログラムに向けた準備 

  ②通夜・告別式への参列、引率準備 

  ③遺族への対応 

  ④教職員の｢心身のケア｣ 

【生徒への対応】 

  ①生徒の状況把握 

  ②生徒の｢心のケア｣のプログラムの実施 

  ③通夜・告別式への生徒の引率 

【保護者等への対応】 

  ①緊急保護者会の開催 ＊“事実は隠さない”姿勢 

  ②地域への説明会等の開催 ＊学校評議員・青少健委員長等への連絡 

↓ 

□発生後１週 

  ①生徒の状況を改めて把握 

  ②配慮を要する生徒の確認と｢心のケア｣ 

  ③遺族への対応 

↓ 

□中・長期 

  ①校内教育相談体制の充実 

  ②保護者向け講演会、及び、学級懇談会等の実施 

  ③１か月、３か月、６か月後の生徒・教職員の状況把握 

  ④遺族への対応 

 

 



令和４年度 安全指導の年間指導計画 
 

１ 学校における安全教育の３領域と必ず指導する基本的事項  

Ⅰ 生活安全 

  Ⅰ-1 登下校時の安全 Ⅰ-2 校内での安全  Ⅰ-3 家庭生活での安全 Ⅰ-4 地域や社会生活での 

安全  

    Ⅰ-５スマートフォン・携帯電話等使用時の安全 

 Ⅱ 交通安全 

  Ⅱ-1 道路の歩行と横断及び交通機関の利用  Ⅱ-2 自転車の安全な利用と点検・整備 

  Ⅱ-3 二輪車・自動車の特性と心得      Ⅱ-4 交通事故防止と安全な生活 

Ⅲ 災害安全 

Ⅲ-1 火災時の安全      Ⅲ-2 地震災害時の安全    Ⅲ-3 火山災害時の安全 

Ⅲ-4 気象災害時の安全    Ⅲ-5 原子力災害時の安全   Ⅲ-6 避難所の役割と安全 

Ⅲ-7 災害の備えと安全な生活  （令和３年度 安全教育プログラムより） 

 

２ 年間計画 ※学は学活、総は総合の時間帯に実施予定。 

月日

(曜) 

時

間 指導項目 内容  

Ｎ０． 

4/８ 

（金） 
学 

通学路の確認と登下校時における 

交通安全など（Ⅰ―1） 

・通学路の確認と登下校時の諸注意について学

級指導 

・集団下校の地区班を説明。 

① 

5/２ 

（月） 
学 

校内での安全な生活（Ⅰ―２） 

校内の安全点検 

・安全で落ち着いた校内生活について学級指導 

・防火責任に割り当てられている部屋等の安全

確認。 

② 

6/２７ 

（月） 
学 

「地震についての警戒警報」発令時におけ

る安全（地震災害時の安全（Ⅲ-２）） 

※防災ノートｐ１５～１８ 

・「地震についての警戒警報」発令時における 

安全について学級指導。 

・地震災害時の安全について学級指導。 

③ 

7/４ 

（月） 
学 

気象災害時の安全（Ⅲ―４） 

不審者から身を守る 夏期休業中の安全 

※防災ノートｐ３５～３６ 

・気象災害時の安全について学級指導。 

・夏期休業中の安全な生活について学級指導。 
④ 

夏季休業  災害に備えよう ・地域の防災訓練に参加しよう ⑤ 

9/５ 

（月） 
学 

家庭生活での安全（Ⅰ―３）※SNS ノート

を活用 

スマートフォン・携帯電話等使用時の安全

（Ⅰ―５） 

・不審者による被害防止について学級指導。 

・スマートフォンの安全な利用方法について学

級指導。 

⑥ 

10/2５ 

（火） 
学 

道路の歩行と横断及び交通機関の安全利用

(Ⅱ-1) 
・道路の歩行と横断及び交通機関の安全利用に

ついて学級指導。 
⑦ 

11/２１ 

（月） 
学 

火災予防（火災時の安全（Ⅲ―１）） ・火災予防について学級指導。 

・火災予防時の安全について学級指導。 
⑧ 

12/2３ 

（金） 
学 

地域や社会生活での安全（Ⅰ―４） 

冬期休業中の安全 
・冬期休業中の安全な生活について学級指導。 

・２５日に全校指導。 
⑨ 

1/１０ 

（火） 
学 

校内での安全な生活 

火山災害時の安全（Ⅲ―３） 

原子力災害時の安全（Ⅲ―５） 

※防災ノート ｐ.３９～４０、Ｐ５３～５

４ 

・始業式、生活指導主任からの講話 

・火山災害時の安全について学級指導。 

・原子力災害時の安全について学級指導。 

⑩ 

2/１３ 

（月） 
学 

災害の備えと安全な生活（Ⅲ-7） 

避難所の役割と安全（Ⅲ―６） 

※防災ノートｐ.１９～２２ 

・災害の備えと安全な生活について学級指導。 

・避難所の役割と安全について学級指導。 
⑪ 

3/６ 

（月） 
学 

自転車の安全な利用と点検・整備（Ⅱ‐2） 

二輪車・自動車の特性と心得（Ⅱ―３） 

交通事故防止と安全な生活（Ⅱ―４） 

・自転車に乗る時の諸注意について学級指導。 

・二輪車・自動車の特性を理解。 
⑫ 

春季休業  災害に対しての準備を振り返ろう 

（１年生春休みの宿題 防災ノート P４

３） 

自分の地域の防災マップを書こう（防災ノート P

４３） 
⑬ 

        （ ◇「３．１１を忘れない」は２．３年生の社会、理科や保健体育の授業等で用いる。） 
 

 



 

令和４年度 避難訓練の年間指導計画 
１ 避難訓練の実施回数 

幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校においては、年間１１回以上、 

高等学校においては年間４回以上の避難訓練の実施を原則とする。 

（平成 25 年 学校・園における震災などに対する避難訓練などの改善について 参照） 

 

２ 計画 

実施日 日 時間 内     容 

4/18 月 ①総 
避難経路の確認・避難時の基本行動（担任講話） 

※避難訓練ではありません 

4/20 火 8:30 頃 
地震想定 学級単位の避難 

避難経路・避難方法・整列方法・点呼方法などを確認する。 

4/23 土 ④行 
防災訓練（引き取り訓練） 

「災害時の対応」を想定して、引き取り訓練を実施する。 

5/6 金 ⑥総 
地区班集会 

地区班を編成するために、地区班集会を実施する。 

6/16 木 8:30 頃 
火災想定 学級単位の避難 

避難経路・避難方法・集合場所・人員点呼などを確認する。 

7/6 水 ⑤ 
不審者が侵入した際の対応を想定 

 ※可能であれば警察と連携した避難訓練を行う。 

9/6 火 ⑤ 地震想定（３年生 非常階段を使った避難） 

10/13 木 ⑥ 消防署と連携する避難訓練（予定） 

11/17 木 昼休み 地震による火災想定（休み時間に実施） 

12/14 水 放課後 
火災想定（放課後活動中に火災が発生する想定） 

部活ごと、委員会ごとで避難をする形。 

1/17 火 非通知 生徒に時間を伝えない避難訓練 

2/2 木 ⑤ 地震想定（生徒に時間を伝えない、避難経路の制限） 

3/2 木 非通知 火災想定（生徒・教員に時間を伝えない、避難経路の制限） 

 

３、教員による避難訓練に向けた研修  

・春休み期間中（４月の準備出勤期間の中で） 

内容：避難訓練カードの取り扱い、消火栓の止め方について、ポンプ復旧について等 

 

 

 

 



 

 

 

令和４年４月１日 
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令和 ４年 ４月 ７日 

保護者様 

地区班再編成に関して 

立川市立立川第六中学校 

校 長   加藤 隆司 

 

 保護者の皆様には日頃から、学校教育活動にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 さて本校では、近隣で事故や事件等が発生した時に、子供たちが安全に下校できることを目的として

地区班を編成し、地区班集会や引き取り訓練、集団下校訓練等を行っております。昨年度までは、小学

校の地区割りをもとに、保護者の方に選択していただいた上で地区班を編成しておりました。しかし、

緑町が学区域に追加された事、小学校からの通学経路を想定しているために六中からの通学経路と合わ

ないところがある事、小学校で変更されていた地区割りが反映されていない事、地区割りが細かく分か

れすぎている事などの理由により、今年度から変更することになりました。 

 地区割は、住所をもとに編成します。学区域外の方で比較的近隣にお住いの方は、通学経路を考えた

上で割り振りしました。今年度からはこの地区班で安全指導を行いたいと思いますので、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 

住所 解散場所 備考 住所 解散場所 備考

幸町２丁目１０～１１ 柏町２丁目１～５０

幸町２丁目１６～１８ 区域外）柏町３丁目全域 学区域外

幸町２丁目２３～３０ 区域外）柏町４丁目全域 学区域外

幸町２丁目５１～５６ 都営幸町二第三 柏町１丁目１～１１

幸町３丁目１７～３４ 都営幸町二第五 柏町１丁目１３～３０

区域外）幸町４丁目全域 学区域外 柏町１丁目１２ 都営柏町一アパート

2 榎戸弁財天 幸町３丁目１～１６ 榎戸弁財天 柏町１丁目３１～３６

幸町２丁目７～９ 都営幸町二第四 砂川町１丁目１～４

幸町２丁目１２～１５ 砂川町１丁目８～１３

幸町２丁目１９～２２ 砂川町１丁目１６～１７

栄町５丁目９～１４ 砂川町５丁目１～１５

栄町５丁目２３～２５ 砂川町５丁目２１～５４

栄町５丁目３１～３２ 砂川町６丁目１～２６

栄町５丁目４４～６3 区域外）砂川町５丁目１６～２０ 学区域外

栄町５丁目２６～３０ 区域外）砂川町６丁目２７～４８ 学区域外

栄町５丁目３３～３６ 砂川町１丁目５～７

栄町６丁目３～８ 砂川町１丁目１４～１５

区域外）栄町４丁目１～４３ 学区域外 砂川町１丁目１８～３０

栄町２丁目４４～４６ 砂川町１丁目５７～６７

栄町４丁目４４～４７ 区域外）砂川町１丁目３１～５６ 学区域外

栄町５丁目１～８ 14 いずみ住宅 泉町１１５６番地の１１いずみ住宅 やすらぎガーデン いずみ住宅

栄町５丁目１５～２２ 公社住宅 15 トミンハイム 泉町１１５６番地の４トミンハイム やすらぎガーデン トミンハイム

栄町６丁目１～２ 栄町六アパート 16 緑町 緑町全域 緑町北公園 平成３０年度より

区域外）栄町２丁目１～４３ 学区域外 17 １～１６以外の地区 六中校庭

区域外）栄町２丁目４７～６９ 学区域外

幸町２丁目１～６ 西けやき台団地

幸町２丁目３１～５０ 都営幸町二

栄町５丁目３７～４３

栄町６丁目９～２６

幸町１丁目１～４３

区域外）幸町５丁目全域 学区域外

パリミキ柏町２9

4 中砂 ふくしまや

8
泉体育館駅
駐輪場

6 西けやき台団地

幸町１

7 江の島 セブンイレブン

砂川５番交差点

13 ジョナサン

八小学区 十小学区

1 バーミヤン

10
砂川高校前
交差点

11 青柳公園

3

班名 班名

幸町２

砂川九番

日の出東栄

柏町１

都営柏町

上水

砂川五番

12

都営第二アパート

公社公園公社5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和４年度 学校安全計画 

立川市立立川第六中学校 

生活指導部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の現状等 

○地域自治体の活動が盛んであり、学校

に対しても意識が非常に高い。 

○生徒は丁寧な指導をしていく中で、も

のごとを理解していくことが多い。継続

的に指導をし、自ら考え判断できる力を

養っていきたい。  

学校の教育目標 

○自ら進んで学ぶ人 ○健康で心豊かな人 ○責任を果たす人  

安全教育の目標を実現するための基本方針 

○各教科、道徳、総合的な学習の時間、学校行事、生徒会活動、学級活動、部活動等の全教育活動を通して安全教育の課題を設定し、生徒が自ら考え、行動できるように

することを目指す。  

○セーフティ教室、交通安全教室などを、発達段階を考慮して、計画・実施していく。  

関係する教科等 

○保健体育、理科、技術・家庭等の学習活動における事故防止の指導  

 

○部活動、生徒会活動で、自ら安全確保に努める態度の育成  

安全教育に関する法令等 

○学習指導要領総則  

「安全に関する指導」  

○学校保健安全法（第 27 条） 

○東京都教育ビジョン（第３次）  

主要施策 11「安全教育の推進」  

○市教育委員会の教育施策  

安全教育の目標 

○生命尊重の教育を基盤に安全教育を推進し、自他の生命を大切にす

ることを、体験を通して考え、判断・行動できる生徒を育成する。  

各学年の指導方針 

【１・２年】  

体験を通して安全に関する知識を理解し、自分自身で身を守る方法を身に付けさせる。  

【３年】 

安全に関する知識を活用し、学校生活や日常生活の中で判断し、行動できるようにする。 

【全学年共通】  

学級活動等で安全に関する一言指導をすることで、安全に関する意識を高くもたせる。  

災害安全 

○「地震と安全」を活用した指導を行い、地震や火災時に適

切な行動ができるようにする。  

○災害発生時における避難所の役割を理解し、災害ボランテ

ィア活動について考える。  

○防災教育補助教材「3.11 を忘れない」を教科等横断的に

活用し、自他の安全に配慮した行動がとれるようにする。  

生活や行動などの安全管理（対人管理） 

○敷地内の危険箇所への立入禁止の指導をする。  

○登下校の歩道・交差点の歩き方の指導をする。  

○担任と養護教諭の連携を図り、生徒の心身の健康観察に

努める。 

生活安全 

○家庭や地域・社会で起こる犯罪や危険について

理解し、犯罪に巻き込まれない行動がとれるよう

にする。 

○校内外で不審者に対する適切な対処方法や行動

ができるようにする。  

 ・セーフティ教室  

学校環境（対物管理） 

○外部業者による消防設備点検  

○教職員による校内巡回による安全点検  

○校門、昇降口の戸締まり確認  

交通安全 

○交通安全に対する知識・理解を深め、自転車の安全

な乗り方と歩行者としての安全マナーについての指

導を重点的に取り組む。  

 ・交通安全教室  

事件・事故や災害発生時の危機管理 

○危機管理マニュアルを熟知し、生徒の安全を最優先に、

迅速な報告と的確な初期対応を行う。  

○近隣の関係諸機関と緊密な連絡、情報交換をし、適切な

対応を行う。  

教職員の校内研修 

○４月：安全教育プログラム、学校安全計画の理解  

○４月：教職員を対応とした学校施設の取扱いについて  

○５月：緊急引き取り訓練時の安全確保と保護者への連絡 

について 

推進組織及び評価 

○教務部、生活指導部、進路学習部、安全教育推

進担当 

○評価は職員会議での報告と教職員へのアンケ

ートを活用して行う。  

家庭・地域・関係機関との連携 

○学校だより等での保護者等への啓発活動  

○警察：交通安全教室での指導、セーフティ教室での

連携 

目指す生徒像 

○自分の身の回りの安全に関する課題に気付き、的確な判断や行動ができる生徒  

育てようとする資質や能力及び態度 

○安全に関する理解を深め、自ら危険を予測し、回避しようとする力  

○安全に対しての理解や危険を回避する行動を地域や家庭において活かしていく力  

安全学習及び安全指導の指導方針等 

安全学習及び安全指導の指導方針等 

 
 

 

 

 


